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議案第２０号  
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて 
 

資料１ 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号) 

地方自治法新旧対照表【抜粋】 

改正前 改正後 

(住民監査請求) (住民監査請求) 

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民

は、当該普通地方公共団体の長若しくは委

員会若しくは委員又は当該普通地方公共団

体の職員について、違法若しくは不当な公

金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、

契約の締結若しくは履行若しくは債務その

他の義務の負担がある(当該行為がなされる

ことが相当の確実さをもつて予測される場

合を含む。)と認めるとき、又は違法若しく

は不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは

財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」と

いう。)があると認めるときは、これらを証

する書面を添え、監査委員に対し、監査を

求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、

若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行

為若しくは怠る事実によつて当該普通地方

公共団体のこうむつた損害を補填
てん

するため

に必要な措置を講ずべきことを請求するこ

とができる。 

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民

は、当該普通地方公共団体の長若しくは委

員会若しくは委員又は当該普通地方公共団

体の職員について、違法若しくは不当な公

金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、

契約の締結若しくは履行若しくは債務その

他の義務の負担がある(当該行為がなされる

ことが相当の確実さをもつて予測される場

合を含む。)と認めるとき、又は違法若しく

は不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは

財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」と

いう。)があると認めるときは、これらを証

する書面を添え、監査委員に対し、監査を

求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、

若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行

為若しくは怠る事実によつて当該普通地方

公共団体の被つた損害を補填するために必

要な措置を講ずべきことを請求することが

できる。 

2 前項の規定による請求は、当該行為のあつ

た日又は終わつた日から一年を経過したと

きは、これをすることができない。ただし、

正当な理由があるときは、この限りでない。 

2 (略) 

 3 第一項の規定による請求があつたときは、

監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該

普通地方公共団体の議会及び長に通知しな

ければならない。 

3 第一項の規定による請求があつた場合に

おいて、当該行為が違法であると思料する

に足りる相当な理由があり、当該行為によ

り当該普通地方公共団体に生ずる回復の困

難な損害を避けるため緊急の必要があり、

4 第一項の規定による請求があつた場合に

おいて、当該行為が違法であると思料する

に足りる相当な理由があり、当該行為によ

り当該普通地方公共団体に生ずる回復の困

難な損害を避けるため緊急の必要があり、



かつ、当該行為を停止することによつて人

の生命又は身体に対する重大な危害の発生

の防止その他公共の福祉を著しく阻害する

おそれがないと認めるときは、監査委員は、

当該普通地方公共団体の長その他の執行機

関又は職員に対し、理由を付して次項の手

続が終了するまでの間当該行為を停止すべ

きことを勧告することができる。この場合

においては、監査委員は、当該勧告の内容

を第一項の規定による請求人(以下本条にお

いて「請求人」という。)に通知し、かつ、

これを公表しなければならない。 

かつ、当該行為を停止することによつて人

の生命又は身体に対する重大な危害の発生

の防止その他公共の福祉を著しく阻害する

おそれがないと認めるときは、監査委員は、

当該普通地方公共団体の長その他の執行機

関又は職員に対し、理由を付して次項の手

続が終了するまでの間当該行為を停止すべ

きことを勧告することができる。この場合

において、監査委員は、当該勧告の内容を

第一項の規定による請求人(以下この条にお

いて「請求人」という。)に通知するととも

に、これを公表しなければならない。 

4 第一項の規定による請求があつた場合に

おいては、監査委員は、監査を行い、請求

に理由がないと認めるときは、理由を付し

てその旨を書面により請求人に通知すると

ともに、これを公表し、請求に理由がある

と認めるときは、当該普通地方公共団体の

議会、長その他の執行機関又は職員に対し

期間を示して必要な措置を講ずべきことを

勧告するとともに、当該勧告の内容を請求

人に通知し、かつ、これを公表しなければ

ならない。 

5 第一項の規定による請求があつた場合に

は、監査委員は、監査を行い、当該請求に

理由がないと認めるときは、理由を付して

その旨を書面により請求人に通知するとと

もに、これを公表し、当該請求に理由があ

ると認めるときは、当該普通地方公共団体

の議会、長その他の執行機関又は職員に対

し期間を示して必要な措置を講ずべきこと

を勧告するとともに、当該勧告の内容を請

求人に通知し、かつ、これを公表しなけれ

ばならない。 

5 前項の規定による監査委員の監査及び勧

告は、第一項の規定による請求があつた日

から六十日以内にこれを行なわなければな

らない。 

6 前項の規定による監査委員の監査及び勧

告は、第一項の規定による請求があつた日

から六十日以内に行わなければならない。 

6 監査委員は、第四項の規定による監査を行

うに当たつては、請求人に証拠の提出及び

陳述の機会を与えなければならない。 

7 監査委員は、第五項の規定による監査を行

うに当たつては、請求人に証拠の提出及び

陳述の機会を与えなければならない。 

7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取

を行う場合又は関係のある当該普通地方公

共団体の長その他の執行機関若しくは職員

の陳述の聴取を行う場合において、必要が

あると認めるときは、関係のある当該普通

地方公共団体の長その他の執行機関若しく

は職員又は請求人を立ち会わせることがで

きる。 

8 (略) 

8 第三項の規定による勧告並びに第四項の  



規定による監査及び勧告についての決定

は、監査委員の合議によるものとする。 

9 第四項の規定による監査委員の勧告があ

つたときは、当該勧告を受けた議会、長そ

の他の執行機関又は職員は、当該勧告に示

された期間内に必要な措置を講ずるととも

に、その旨を監査委員に通知しなければな

らない。この場合においては、監査委員は、

当該通知に係る事項を請求人に通知し、か

つ、これを公表しなければならない。 

9 第五項の規定による監査委員の勧告があ

つたときは、当該勧告を受けた議会、長そ

の他の執行機関又は職員は、当該勧告に示

された期間内に必要な措置を講ずるととも

に、その旨を監査委員に通知しなければな

らない。この場合において、監査委員は、

当該通知に係る事項を請求人に通知すると

ともに、これを公表しなければならない。 

 10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規

定による請求があつた後に、当該請求に係

る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は

不当利得返還の請求権その他の権利の放棄

に関する議決をしようとするときは、あら

かじめ監査委員の意見を聴かなければなら

ない。 

 11 第四項の規定による勧告、第五項の規定

による監査及び勧告並びに前項の規定によ

る意見についての決定は、監査委員の合議

によるものとする。 

(職員の賠償責任) (職員の賠償責任) 

第二百四十三条の二 会計管理者若しくは会

計管理者の事務を補助する職員、資金前渡

を受けた職員、占有動産を保管している職

員又は物品を使用している職員が故意又は

重大な過失(現金については、故意又は過失)

により、その保管に係る現金、有価証券、

物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占

有動産又はその使用に係る物品を亡失し、

又は損傷したときは、これによつて生じた

損害を賠償しなければならない。次に掲げ

る行為をする権限を有する職員又はその権

限に属する事務を直接補助する職員で普通

地方公共団体の規則で指定したものが故意

又は重大な過失により法令の規定に違反し

て当該行為をしたこと又は怠つたことによ

り普通地方公共団体に損害を与えたとき

も、同様とする。 

第二百四十三条の二の二 (略) 



一 支出負担行為  

二 第二百三十二条の四第一項の命令又は

同条第二項の確認 

 

三 支出又は支払  

四 第二百三十四条の二第一項の監督又は

検査 

 

2 前項の場合において、その損害が二人以上

の職員の行為により生じたものであるとき

は、当該職員は、それぞれの職分に応じ、

かつ、当該行為が当該損害の発生の原因と

なつた程度に応じて賠償の責めに任ずるも

のとする。 

 

3 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が

同項に規定する行為により当該普通地方公

共団体に損害を与えたと認めるときは、監

査委員に対し、その事実があるかどうかを

監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定

することを求め、その決定に基づき、期限

を定めて賠償を命じなければならない。 

 

4 第二百四十二条の二第一項第四号ただし

書の規定による訴訟について、賠償の命令

を命ずる判決が確定した場合には、普通地

方公共団体の長は、当該判決が確定した日

から六十日以内の日を期限として、賠償を

命じなければならない。この場合において

は、前項の規定による監査委員の監査及び

決定を求めることを要しない。 

 

5 前項の規定により賠償を命じた場合にお

いて、当該判決が確定した日から六十日以

内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支

払われないときは、当該普通地方公共団体

は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟

を提起しなければならない。 

 

6 前項の訴訟の提起については、第九十六条

第一項第十二号の規定にかかわらず、当該

普通地方公共団体の議会の議決を要しな

い。 

 

7 第二百四十二条の二第一項第四号ただし  



書の規定による訴訟の判決に従いなされた

賠償の命令について取消訴訟が提起されて

いるときは、裁判所は、当該取消訴訟の判

決が確定するまで、当該賠償の命令に係る

損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手

続を中止しなければならない。 

8 第三項の規定により監査委員が賠償責任

があると決定した場合において、普通地方

公共団体の長は、当該職員からなされた当

該損害が避けることのできない事故その他

やむを得ない事情によるものであることの

証明を相当と認めるときは、議会の同意を

得て、賠償責任の全部又は一部を免除する

ことができる。この場合においては、あら

かじめ監査委員の意見を聴き、その意見を

付けて議会に付議しなければならない。 

 

9 第三項の規定による決定又は前項後段の

規定による意見の決定は、監査委員の合議

によるものとする。 

 

10 第二百四十二条の二第一項第四号ただし

書の規定による訴訟の判決に従い第三項の

規定による処分がなされた場合には、当該

処分については、審査請求をすることがで

きない。 

 

11 普通地方公共団体の長は、第三項の規定

による処分についての審査請求がされた場

合には、当該審査請求が不適法であり、却

下するときを除き、議会に諮問した上、当

該審査請求に対する裁決をしなければなら

ない。 

 

12 議会は、前項の規定による諮問を受けた

日から二十日以内に意見を述べなければな

らない。 

 

13 普通地方公共団体の長は、第十一項の規

定による諮問をしないで同項の審査請求を

却下したときは、その旨を議会に報告しな

ければならない。 

 

14 第一項の規定により損害を賠償しなけれ  



ばならない場合には、同項の職員の賠償責

任については、賠償責任に関する民法の規

定は、適用しない。 

 


